
　　

納期 全期・第1期 第2期 第3期

口座振替を利用しない
場合の納期限

令和６年 ７月１０日 令和６年１０月３１日 令和７年 １月３１日

口座振替納付日 令和６年 ９月 ６日 令和６年１１月１４日 令和７年 ２月１４日
※1

口座振替申込期限 令和６年 ２月２５日 令和６年 ８月１４日 令和６年１０月１１日

引き落とし前後にはハガキでお知らせします。

大量の申請書類への記入も、電子申請ならデータでスピーディに処理できます。

前年度の申請情報を取り込めるので、一度電子申請を行えば、次年度からは変更と修正だけで済みます。　

入力チェック機能や計算機能があるので、記入漏れや記入ミスを防げます。

   千葉県最低賃金は、令和５年１０月１日から　【時間額　１,０２６円】　です。

　　☆　簡単・スピーディに申請！

　労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく「電子申請」※2を使うことで、インターネット

　を経由して「カンタン・便利に」手続できます。　　

　自宅やオフィスなどから、「電子政府の総合窓口（e-Gov）」サイトにアクセスし、２４時間いつでも申請や

　届出ができます。
※2　電子申請をするにあたっては、あらかじめ電子証明書の取得が必要です。但し、ＧビズＩＤを利用してログインする場合は、
　　　 電子証明書の取得は不要です。

　　☆　いつでもどこでも手続可能！

　　　労働局や労働基準監督署の窓口に出向く必要はありません。

　　　窓口での待ち時間がなく、自宅やオフィスにいながら申請や届出ができます。
　　　窓口の開設時間にとらわれず、２４時間３６５日、いつでも手続が可能です。

※1　第2期、第3期については、労働保険料の延納が認められた場合に対象となる口座振替日です。

　☆　納付の忘れや遅れがなくなるため、延滞金を課される心配がありません。

　　※口座振替の手続きを一度行えば、次の納期以降も継続して引き落としが行われます。

　☆　手数料はかかりません。

　☆　保険料の引き落としに最大約２カ月（全期・１期の場合）ゆとりができます！

○　口座振替を希望される方は、口座振替依頼書を口座を開設している金融機関の窓口に３枚全て提出して

　 ください。 ※申込用紙（口座振替依頼書）は労働局保存用、金融機関提出用、事業主控の３枚１組です。

〇　令和６年度より対象金融機関に「ゆうちょ銀行」が加わりました！

○　申込用紙は、厚生労働省ホームページ↓からダウンロードすることができます。

　☆　保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。

　　口座振替納付日に、あらかじめ届出いただいた口座から労働保険料を引き落とし、納付する制度です。

労働保険料の口座振替納付を是非ご利用ください！

１．口座振替による納付のメリット

２．口座振替の申込手続

３．口座振替納付日（令和６年度）

労働保険の電子申請も是非ご利用ください！

電子申請を使ってカンタン・便利に！

厚生労働省 労働保険料 口座振替 検 索

千葉県最低賃金をご確認ください！


